


はじめに

明るく　→心豊かでハツラツとした人づくり

  かしこく→自然と文化を活かし、学ぶ意欲があふれる人づくり

    たくましく　→生涯を通して、心身共に健やかな人づくり

基本理念

　　     中之条町では、昭和５０年に制定した中之条町民憲章の具
現化を目指す教育を推進してきました。

　　　今後も、時代を超えて変わらぬ教育の理念を念頭に、町
民一人一人の個性や主体性、意欲などを尊重した生涯学習を
展開するとともに、子どもたちの生きる力をはぐくむ教育を
目指していきます。

１ 幼児教育の充実
　豊かな人生を歩むための土台として、自
分自身をかけがえのない存在であると感じ
られる幼児教育を実現します。
    親と子の信頼関係や子ども相互の好まし

い人間関係の構築を重要課題とし、家庭や
地域社会と連携しながら一人一人を大切に
した教育指導を展開するとともに、幼児が
のびのびと遊べる環境づくりを通して、人
格形成の基礎を培います。

２ 義務教育の充実
　 地域の特性を生かした魅力ある教育活動と、

創意工夫のある主体的な教育活動が展開される学
校を目指し、地域に開かれた、信頼される学校づ
くりを推進します。また、予測困難な社会の変化
に主体的に関わり、感性を豊かに働かせながら未
来社会を切り拓くための資質・能力を育成します。 

郷土に愛着と誇りをもつ人づくりを目指します

　　　 そこで、時代の変化に対応した教育
施策を展開していくために、「中之条
町教育大綱」を定め、本町の教育・文
化及びスポーツの振興等に関しての基
本的な方向性を示しました。

３ 生涯学習の充実
（１）学術及び文化の振興
　多様な学術及び文化に親しむことを通して、町民一人
一人が豊かな感性や創造性をはぐくむとともに、生涯を
通して生きがいをもてる文化活動の場を提供します。ま
た、地域に根ざした貴重な伝統文化や文化財の保護・保
存・継承に努めるとともに、積極的な公開や活用を図り
ます。

（２）生涯スポーツの振興
　幼児から高齢者まで各個人に応じたスポーツに親しめ
るよう機会の充実を図ります。また、関係団体の育成や
施設の整備等によりスポーツ活動の推進を通して、心身
共に健康に生活できる環境を構築します。


